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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，全国自動ドア

協会（JADA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正

すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格であ

る。これによって，JIS A 4722:2017 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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歩行者用自動ドアセット－安全性 

Power operated pedestrian doorsets-Safety 

 
序文 

この規格は，歩行者用自動ドアセット（以下，自動ドアセットという。）に特有な危険源を考慮して作成

したものである。この規格で対象とする機械，及び危険源・危険状態・危険事象は，この規格の適用範囲

で示す。 

この規格は，JIS B 9700 に規定したタイプ C 規格である。このタイプ C 規格の規定が，タイプ A 規格又

はタイプ B 規格の規定と異なる場合は，このタイプ C 規格の規定が優先する。 

1 適用範囲 

この規格は，電力によって電気機械的に駆動する，自動ドアセットの使用時の安全性を確保するための，

要求事項及び試験方法について規定する。 

この規格は，製造業者の指示事項に基づき，専門業者が設置，保全及び点検を行うことを意図する自動

ドアセットを対象とする。また，人を安全に通行させることを主な用途として，他のドアセットに組み込

まれた自動ドアセットも含む。 

自動ドアセットを意図するとおりに使用した場合，及び製造業者が合理的に予見可能な誤使用状態で使

用した場合の，自動ドアセットに関する全ての重要危険源，危険状態及び危険事象を附属書 H に示す。 

この規格は，次のドアなどには適用しない。 

－ 垂直に動くドア 

－ エレベータのドア 

－ 車両のドア 

－ 産業プロセスで使用されるドア 

－ パーティションウォール 

－ プラットホームドア 

－ 銀行・空港などのセキュリティ用のドア 

この規格は，自動ドアセットのうち，法令などで定める防火設備としての特殊機能は対象とせず，法令

などで定める特殊機能がそれらの用途の要件に適合することが優先される。 

この規格は，JIS C 61000-6-2 で規定する電磁妨害の範囲外である環境での運転は対象としない。また，

この規格は，自動ドアセットの操作装置の無線部は対象としない。 

自動ドアセットから発生する騒音は，重要危険源ではないため，この規格では，特定の要求事項は規定


